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９ 用語解説 

（総 合） 

アメニティ（Ａｍｅｎｉｔｙ） 

通常｢快適さ｣、あるいは｢感じのよさ｣と訳され、私たちの生活環境を構成する自然や施設、歴史的･文

化的伝統などが互いに他を活かし合うようにバランスがとれ、その中で生活する私たち人間との間に真の

調和が保たれている場合に生ずる好ましい感覚をいいます。 

ＩＳＯ１４００１ 

ＩＳＯ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ）は、スイスのジュネーブに本部を置く国際標準

化機構のことを言い、１９４７年（昭和２２年）に設立されました。電気分野を除く標準化のための非政府組織

で、世界１３８カ国が加盟しています。 

ＩＳＯ１４０００シリーズは、ＩＳＯが作成を進めている｢環境に配慮した企業活動の進め方の基準｣に関する一

連の規格です。このうち、ＩＳＯ１４００１は、組織が環境マネジメントシステムを構築していることを表明す

る場合に用いられる規格で、審査登録機関の審査により規格に適合していると判断された場合に認証取得

できます。 

上乗せ基準 

大気汚染防止法又は水質汚濁防止法で定める排出基準（排水基準）にかえて適用される排出基準（排水基

準）のことで、都道府県が条例で定めることとされており、同基準は、法の定める基準によっては当該都

道府県の自然的社会的条件から判断して、人の健康を保護し、または生活環境を保全する上で十分でない

と認められる場合に、法の基準で定める許容限度よりも厳しい許容限度を定めるものです。 

外来生物 

もともとその地域にいなかったのに人間の活動によって外国から入ってきた生物のことを指します。 

外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律）では、生態系などに被害を及

ぼすものを｢特定外来生物｣として指定し、飼育･栽培･保管･運搬･販売･譲渡･輸入などが原則として禁止さ

れています。 

環境アセスメント（環境影響評価） 

開発事業に伴う公害や自然破壊を未然に防止するため、あらかじめ事業者が、事業の実施が環境に及ぼ

す影響について調査、予測及び評価を行うとともに、その結果に対する地域住民等の意見を聴いて、地域

の環境保全に十分な配慮を行うことを環境アセスメントあるいは、環境影響評価といいます。 

環境基準 

環境基本法で、｢政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、

それぞれ人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準を定める｣と

しており、この基準が環境基準と呼ばれています。 

ダイオキシン類対策特別措置法において、｢政府は、大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）

及び土壌の汚染に係る環境上の条件について、それぞれ人の健康を保護する上で維持されることが望まし

い基準を定める｣としています。 
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環境教育・環境学習 

環境汚染や自然保護を始め、食料・石油・鉱物などの資源、電気・熱などのエネルギーのほか、ごみ・

廃棄物（処理）、リサイクル、人口、動植物、空気、水、土、光、音、公害、美化、開発、健康、歴史、文

化など多岐にわたり持続可能な社会実現のための認識を深め、体験を通じて、自ら考え、調べ、学び、行

動することまでの幅広い知識、経験を教育・学習することをいいます。 

｢環境教育｣という用語は、１９４８年の国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）の設立総会で最初に用いられたと言われ

ている。また、環境ケアに向けての行動は、上から押付けられるものではなく、学習者自らのアクション・

リサーチにより達成されるとの考えから、｢環境教育｣ではなく｢環境学習｣という用語も近年多用されてい

ます。 

環境ホルモン 

環境省は｢動物の生体内に取り込まれた場合に、本来その生体内で営まれている正常なホルモン作用に

影響を与える外因性の物質｣を｢外因性内分泌攪乱化学物質｣（いわゆる｢環境ホルモン｣）と定義していま

す。 

環境ホルモンによる環境汚染は、科学的には未解明な点が多く残されているものの、それが生物生存の

基本的条件に関わるものであり、世代を越えて深刻な影響をもたらす恐れがあることから、環境保全上の

重要課題となっています。 

現在、ダイオキシン類、ポリ塩化ビフェニル、ビスフェノールＡ、フタル酸エステル、トリブチルスズ

など約７０種類が内分泌攪乱作用を有するものとして疑われています。 

グリーン購入 

製品やサービスを購入する際、まず、その必要性を十分に考慮したうえで、価格や品質、利便性、デザ

インだけでなく、環境のことを考え、環境負荷ができるだけ少ないものを優先して購入することをいいま

す。 

公害 

環境基本法で公害とは、｢環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当

範囲にあたる、大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む）、土

壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く）、悪臭によって人の

健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう｣と定義されています。 

この７公害は通常｢典型７公害｣と呼ばれ、公害行政として取り組むべき公害の範囲とされています。 

こどもエコクラブ 

子どもたちが地域において主体的に環境学習及び環境保全活動に取り組み、将来にわたる環境の保全へ

の高い意識を醸成することを支援するため、環境省が平成７年６月から募集し、発足したクラブです。各

クラブは、小中学生数人から２０人程度で構成され、大人（保護者等）が、サポーターとして助言、連絡に当

たっています。 

総量規制 

一定の地域内で排出される汚染物質の総量を、当該地域の環境の自浄能力又は環境基準に照らして算出

される環境容量内に抑えようとする規制方式をいいます。 

従来の濃度規制は、汚染物質の排出量に関係なく、その濃度だけを規制していたため、排出水（ガス）の

希釈や工場等の新増設によって汚染物質の排出量が増加し、環境基準の達成、維持が困難となっているも

のがあります。 

このため、環境基準の達成、維持を目的として、汚染物質の排出量を地域の総量で規制する総量規制方

式の導入が必要となり、現在、大気汚染防止法では硫黄酸化物について、水質汚濁防止法ではＣＯＤ（化学

的酸素要求量）、窒素含有量及びりん含有量について、それぞれ特定の地域において総量規制を実施して

います。
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ダイオキシン類 

ダイオキシン類特別措置法において、有機塩素化合物のポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン 

（ＰＣＤＤ）、ポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）、コプラナーポリ塩化ビフェニル（Ｃｏ-ＰＣＢ）をダイオキシン

類と定義しており、物の燃焼等の過程で非意図的に生成します。 

塩素原子の位置により、ＰＣＤＤには７５種類、ＰＣＤＦには１３５種類、Ｃｏ-ＰＣＢには１０数種類の異性体が

存在し、その有害性はこれらの異性体の中で最強の毒性を有する２,３,７,８－四塩化ジベンゾパラジオキシ

ン（２,３,７,８－ＴＣＤＤ）の毒性を１としたときの他の異性体の相対的な毒性を毒性等価係数（ＴＥＦ）で示し、

これを用いてダイオキシン類としての有害性を２,３,７,８－ＴＣＤＤの当量（ＴＥＱ）で表現することが通例で

す。 

ダイオキシン類の毒性は、一般毒性、発がん性、生殖毒性、免疫毒性など多岐にわたっています。 

地球環境問題 

被害、影響が一国内にとどまらず、国境を越え、ひいては地球規模にまで広がる環境問題及び先進国を

含めた国際的な取組が必要とされる開発途上国における環境問題をいい、具体的には地球温暖化、オゾン

層の破壊、酸性雨、熱帯雨林の減少、野生生物の種の減少、砂漠化、海洋汚染、有害廃棄物の越境移動、

開発途上国の環境問題などがあります。 

地球温暖化 

大気中に存在する二酸化炭素などの気体は、太陽からの日射をほぼ完全に透過させる一方、地表から放

射される熱（赤外線）を吸収し、地表を暖める働きを持っています。この働きは、ちょうど温室のガラスに

似ていることから｢温室効果｣と呼ばれています。また、温室効果を持つ気体は｢温室効果ガス｣と呼ばれ、

二酸化炭素のほかにメタン、亜酸化窒素、対流圏オゾン、水蒸気、フロン等があります。 

地球の平均気温は、人間や動植物の生存に適した約１５℃に保たれており、もし温室効果がなければ、地

球の平均気温は約－１８℃になると推測されています。 

地球の温暖化とは、人間活動の拡大により大気中に温室効果ガスの濃度が増加し、温室効果が強化され、

地球の気温が気候の自然な変動に加えて上昇することをいいます。 

このまま温室効果ガスの濃度が増え続けると、２１００年には地球の平均気温が１.１～６.４℃上昇し、海

面が１８～５９ｃｍ上昇すると予測されています。また、異常気象の増加、砂漠化の拡大、農業生産や生態系

の影響など、生活環境や自然環境への広範で深刻な影響が懸念されています。 

地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推進法） 

気候変動に関する国際連合枠組み条約第３回締約国会議（地球温暖化防止京都会議、ＣＯＰ３）で採択され

た｢京都議定書｣の約束を達成するために制定されました。京都議定書目標達成計画の策定や、地域協議会

の設置等の国民の取組みを強化するための措置などの他、国･地方公共団体･事業者･国民の責務及び役割を

明らかにしています。 
また、温室効果ガスの多量排出者に温室効果ガスの排出量を算定して国に報告することを義務づけ、国

が報告されたデータを集計・公表する｢温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度｣についても定めていま

す。 

ナノグラム（ｎｇ）・ピコグラム（ｐｇ） 

ナノグラム：１０億分の１ｇ 

ピコグラム：１兆分の１ｇ（ナノグラムの１千分の１ｇ） 

ビオトープ（ｂｉｏｔｏｐｅ） 

生物を意味するＢｉｏと場所を意味するＴｏｐを合成したドイツ語で、直訳すれば｢生物生育空間単位｣。生

物学では、｢特定の生物群集が生存できるような、特定の条件を備えた均質なある地域｣と定義されていま

す。 
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ｐｐｍ（ｐａｒｔｓ ｐｅｒ ｍｉｌｌｉｏｎ） 

１００万分中のいくつであるかを示す分率で、ごく微量の物質の濃度や含有率を表すのに使われます。

大気汚染では１m3の大気中１㎝ 3の物質が含まれる状態を、また、土壌汚染では 1kg の土壌または米の中

に 1mg の汚染物質が存在する状態を１ｐｐｍで表します。水質汚濁では、ppm とほぼ等しい単位として１mg/

ℓを用い、１ℓ中に１㎎の物質が存在する状態を１mg/ℓで表します。また１０億分中のいくつであるかを示す

分率をｐｐｂで表します。 

ＰＲＴＲ制度 

ＰＲＴＲ（Ｐｏｌｌｕｔａｎｔ Ｒｅｌｅａｓｅ ａｎｄ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ:化学物質排出移動量届出）制度とは、人の健康や

生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所から環境（大気、水、土壌等）への排出量及び廃棄

物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握して国に届け出るとともに、国や県は届出デー

タや推計に基づいて排出量や移動量を集計し、公表する仕組みです。 
 

（大気関係） 

アスベスト（石綿） 

アスベスト（石綿）は、天然に産出される繊維状の鉱物であり、蛇紋岩系のもの、角閃石系のものなどが

あります。 

アスベスト（石綿）は、耐熱性、耐磨耗性などにすぐれた特性を有しており、かつ、安価であるため、建

築物の内外装材、自動車の摩擦材など広い分野で使用されています。アスベスト粉じんの暴露による人体

影響としては、中皮種、アスベスト肺、肺がんなど、主として肺から胸膜への影響があげられます。 

現在、労働安全衛生法施行令の規定により代替が困難な一部の製品を除き、アスベスト（石綿）等の製造

等は全面禁止されています。 

硫黄酸化物（ｓｕｌｆｅｒ ｏｘｉｄｅｓ Ｓｏｘ） 

硫黄の酸化物全体のことで、主として二酸化硫黄ＳＯ２（亜硫酸ガス）と三酸化硫黄ＳＯ３（無水硫黄）です。

重油等の硫黄分を含む燃料が燃焼することにより発生します。 

二酸化硫黄は不燃性・無色・強い刺激臭を持つ気体で､植物に傷害を与えたり､鼻､のど､目などを刺激し

ます。 

一酸化炭素（ｃａｒｂｏｎ ｍｏｎｏｘｉｄｅ ＣＯ） 

酸素が不足している状態で、燃料が燃焼したとき発生する無色、無臭の空気より少し軽い有害ガスのこ

とで、体内に吸収されると、血液中のヘモグロビン（血色素のこと、体のすみずみまで酸素を運ぶ役目を

する）と結合し、酸素の運搬力を弱め、ひどいときには、窒息にまで至ります。 

９８％値 

年間における１日平均値のうち、低い方から９８％に相当する値 

Ｋ値規制 

Ｋ値は、一つのばい煙発生施設から排出された硫黄酸化物が拡散され、地上に到達した時の最大着地濃

度地点の濃度を定数化したもので、工場、事業場が多く立地し、硫黄酸化物の高濃度汚染が生じるおそれ

がある地域ほど厳しく（数値を小さく）設定する必要があり、このため区域ごとに異なるＫ値が決められて

います。 

Ｋ値規制は、このＫ値に基づき硫黄酸化物の排出量を制限するもので、具体的には次の計算式により求

められた許容量を超える硫黄酸化物の排出を制限するものです。 
 

 ｑ  ：硫黄酸化物の量 m3Ｎ／時 

 Ｋ ：地域ごとに決められた定数（Ｋ値） （岡崎市７.５９） 

 Ｈe：補正された排出口の高さ（ｍ） 

（煙突の高さに煙が上昇する有効な高さを加えたもの） 

ｋ×Ｈe2 
ｑ ＝ 

1000 
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光化学オキシダント（ｐｈｏｔｏｃｈｅｍｉｃａｌ ｏｘｄａｎｔｓ） 

大気中の窒素酸化物、炭化水素等が強い紫外線により、光化学反応を起こして生成されるオゾン、アル

デヒド、ＰＡＮ（パーオキシアセチルナイトレート）等の刺激性を有する物質の総称です。 

光化学スモッグ（ｐｈｏｔｏｃｈｅｍｉｃａｌ ｓｍｏｇ） 

光化学オキシダントが発生し、白くモヤがかかった状態になることを光化学スモッグといいます。 

４月から１０月にかけて、気温が高く、風が弱くて、日差しの強い日に発生しやすくなり、目やのどに刺激

を与えます。 

酸性雨 

通常、雨水には大気中の二酸化炭素が溶け込んでいるため、清浄な雨水でもＰＨは５.６程度となってい

ます。このため、一般的にはＰＨが５.６より低い雨を酸性雨といいます。 

酸性雨の原因は、硫黄酸化物や窒素酸化物等の大気汚染物質といわれています。これらの主な発生源は、

工場や自動車等の人為的なものですが、火山の噴煙のように自然現象によるものもあります。 

諸外国では、湖沼や森林といった生態系等への被害が発生しています。 

ジクロロメタン 

塩化メチレンとも呼ばれ､安定な化合物のため､洗浄及び脱脂溶剤､塗料剥離剤等として広く利用されて

います。無色の液体でエタノールのような臭いがあります。高濃度吸収の場合、目・のどを刺激するほか

精巣毒性の可能性があります。また麻酔作用があり、頭痛・めまい・吐き気を起こします。 

窒素酸化物（ｎｉｔｒｏｇｅｎ ｏｘｉｄｅｓ ＮＯｘ） 

窒素（Ｎ２）と酸素（Ｏ２）の化合物全体のことをいい、一酸化窒素（ＮＯ）、二酸化窒素（ＮＯ２）がその主なも

のです。燃焼時の高温下で空気中の窒素と酸素が結合することによるほか、窒素分を含む有機物が燃焼す

るときにも発生します。 

赤褐色の刺激性の気体で､高濃度のときは､目､鼻等を刺激するとともに健康に影響を及ぼすといわれて

います。 

テトラクロロエチレン 

パークレン、四塩化エチレンとも呼ばれ、不燃性で洗浄能力が優れているため、ドライクリーニングに

大半が使用され、金属部品の洗浄や繊維の精練加工においても使用されています。 

高濃度の場合、目・鼻・のどを刺激します。蒸気を吸引すると、麻酔作用があり、頭痛・めまい・意識

喪失を起こします。また、ガンの原因になるといわれています。 

トリクロロエチレン 

トリクレン、三塩化エチレンとも呼ばれ、不燃性で脱脂能力が優れているため、金属部品の洗浄に大半

が使用され、接着剤や塗料の溶剤としても使用されています。 

蒸気を吸引すると、頭痛・めまい・吐き気及び貧血・肝臓障害を起こします。また、ガンの原因になる

といわれています。 

２％除外値 

年間にわたる１日平均値である測定値につき、測定値に高いほうから２％の範囲内にあるものを除外し

た値。 
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m3Ｎ（m3Ｎｏｒｍａｌ） 
気体は、圧力と温度により体積が変化します。このため気体の量の比較を行う場合には、圧力と温度を

同じ条件にしておかなければなりません。 

m3Ｎは、圧力１気圧、温度０℃の状態（これを標準状態という。）における気体の体積を m3 で表した単

位で、これにより気体の量の比較が可能となります。 

温度Ｊ℃、圧力Ｐ気圧の状態における気体の体積をＶ１m
3とすれば、 

標準状態における体積Ｖ２m
3Ｎは、右の式によって得られます。 

浮遊粒子状物質（ｓｕｓｐｅｎｄｅｄ ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ ｍａｔｔｅｒ ＳＰＭ） 

大気中に浮遊している｢ばいじん｣や｢粉じん｣のうち、粒径が 10 ミクロン（１㎜の１００分の１）以下のもの

をいいます。 

ばい煙 

大気汚染防止法でばい煙とは、｢燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物、燃料その他の物の

燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん、物の燃焼・合成・分解その他の処理に伴い発

生する物質のうち人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある有害物質として、①カドミウム

及びその化合物、②塩素及び塩化水素、③弗素、弗化水素及び弗化珪素、④鉛及びその化合物、⑤窒素酸

化物｣と定義されています。 

粉じん 

大気汚染防止法で粉じんとは、｢物の破壊、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛

散する物質｣のことをいい、法律では、特定粉じんと一般粉じんに分けています。 

特定粉じんとは、｢粉じんのうち、石綿（アスベスト）その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがあ

る物質で政令で定めるもの｣とされており、現在石綿が特定粉じんに指定されています。 

一般粉じんとは、粉じんのうち特定粉じん以外のものをいいます。 

ベンゼン 

合成ゴム、合成皮革、合成洗剤、有機顔料等多様な製品の合成原料として使用されています。ガソリン

中にも１％含まれています。 

高濃度のベンゼンを多量に吸引すると、めまい、嘔吐、頭痛、ねむけ、よろめき、平衡感覚減少、昏睡

など主に中枢神経に影響を受けます。また、ガンの原因にもなるといわれています。 

粒子状物質（ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ ｍａｔｔｅｒ ＰＭ） 

固体又は液体の粒子からなる物質をいいます。主に燃焼によるばいじん、黄砂のような土壌の飛散、海

塩などから生じます。 
 

（水質・土壌関係） 

ＳＳ（ｓｕｓｐｅｎｄｅｄ ｓｏｌｉｄｓ 浮遊物質） 

粒径２mm 以下の水に溶けない懸濁性の物質のことをいいます。 

これらは、魚類のえらに付着してへい死させたり、光の透過を妨害し、植物の光合成に障害を与える一

方、河川の汚泥床を形成したりします。 

四塩化炭素 

フルオロカーボン類の原料、溶剤、機械洗浄剤、防虫剤などに使用されています。特有臭を持つ不燃性

の無色透明の液体で、水に溶けにくく揮発性があります。吸入により、中枢神経衰弱を起こしたり、肝臓

や腎臓に影響を及ぼします。 

ＣＯＤ（ｃｈｅｍｉｃａｌ ｏｘｙｇｅｎ ｄｅｍａｎｄ 化学的酸素要求量） 

水中の汚れ度合を示す指標で、水中の有機物など汚染源となる物質を酸化剤で一定時間酸化させたとき

に消費する酸素量をいいます。 

273×P×V１ 
Ｖ２＝ 

Ｊ＋273 
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シス－１,２－ジクロロエチレン 

溶剤､染料抽出剤､香水､ラッカー､熱可塑性樹脂の製造､有機合成原料などに使用されています｡無色の

液体で､芳香臭､刺激性があります｡高濃度のジクロロエチレン類は､麻酔作用を有し､中枢神経の抑制作用

もあります｡ 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

窒素酸化物のうち、硝酸性塩及び亜硝酸性塩のことをいい、水中の窒素酸化物の一部が微生物により分

解され、硝酸塩や亜硝酸塩を生成します。硝酸塩や亜硝酸塩は肥料、火薬製造、ガラス製造の原材料など

に使用されています。乳幼児では高濃度の水の飲用によりメトヘモグロビン血症（血液中の酸欠による呼

吸困難）を引き起こす可能性があり、又多量の飲用により胃、食道等の臓器に腫瘍が発生します。 

大腸菌群数 

人及び動物の腸内に寄生する細菌に属するグループの総称で、一種類のものではありません。大腸菌が

多数存在する場合には、人畜のし尿などで汚染されている可能性があり、腸管に由来する病原性ウイルス

群、細菌群、寄生虫群も存在する疑いがもたれます。 

ＤＯ（ｄｉｓｓｏｌｖｅｄ ｏｘｙｇｅｎ 溶存酸素量） 

水の汚染状態を示す一つの項目で､水に溶けている酸素量のことをいいます｡汚濁度の高い水中では､水

中の溶存酸素を消費して､有機物を分解するので､溶存する酸素が少なくなり､魚介類の生存を脅かすよう

になります｡ 

７５％水質値 

年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ０．７５×ｎ番目（ｎは、日間平均値のデ

ータ数）のデータ値をもって７５％水質値とします。（０．７５×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数

番目の値をとります。） 

河川のＢＯＤや海域のＣＯＤについて、環境基準地点において、年間を通じて環境基準に適合していたか

否かを判断する場合に７５％水質値を使います。 

鉛 

方鉛鉱、白鉛鉱、硫酸鉛鉱等の鉱石の形で産出される重金属です。水道管、ガス管、酸工業用パイプ、

蓄電池、電線ケーブル、合金、放射線遮蔽剤等の用途に幅広く使用されています。鉛及びその化合物は、

水銀等と並んで最も毒性の強い物質の一つで、皮膚、消化器、呼吸器等を通して吸収され、体内に蓄積し

て慢性中毒を起こし、歯のまわりに特有の褐色の緑を生ずるほか、ひどくなると強い関節炎や頭痛を伴う

血圧上昇、タンパク尿などの症状を示すといわれています。 

ｐＨ（水素イオン指数） 

液体中の水素イオン濃度〔Ｈ＋〕を表す尺度であり、1ℓ中の水素のグラムイオン数の逆数の常用対数を

とった数値で、次の式で表されます。 

ＰＨ＝－Ｌｏｇ［Ｈ＋] 

ＰＨ７を中性とし、７より小さいものは酸性、７より大きいものはアルカリ性です。 

ＢＯＤ（biochemical oxygen demand 生物化学的酸素要求量） 

水中の汚れ度合を示す指標で、水中の有機物が一定時間、一定温度で、微生物によって酸化分解される

ときに消費される酸素量のことです。 

この数値が大きいほど、水質が汚濁していることを意味します。 
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（騒音・振動関係） 

環境基準の面的評価 

道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内の代表する 1地点で等価騒音レベル（ＬＡ

ｅｑ）の測定を行い、その結果を用いて評価区間内の道路端から５０ｍ範囲内にあるすべての住居等について

等価騒音レベルの推計を行うことにより環境基準を達成する戸数とその割合を把握する評価方法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣騒音 

近隣騒音とは、人声、家庭のピアノ、クーラーからの音などの生活騒音などをいいます。 

等価騒音レベル（ＬＡｅｑ, Ｔ） 

変動する騒音のレベルのエネルギー的な平均値であり、音響エネルギーの総曝露量を時間平均した物理

的な指標であるため、異なる音源からの騒音を合成したり、逆に特定の音源の寄与割合を求めたりといっ

た演算の合理性に富みます。このことにより音響的な計算が簡便であり、予測計算方法も単純化されます。

また、睡眠影響やアノイアンス（人に感じられる感覚的なうるささ）との対応にも優れているとされていま

す。 

デシベル（ｄＢ（Ａ））騒音 

人間の耳で感じる音の大きさは、同じ物理的な強さの音でも周波数の高低により、異なった大きさに聞

こえる性質があります。そこで人間の耳に感じる大きさに近似させた量を測定できる騒音計が定められて

いて、この騒音計を用いて測定した数値（レベル）を騒音レベルといい、単位としてｄＢ(Ａ)が使われてい

ます。 

騒音のめやす 

２０ｄＢ 木の葉のふれあう音、置き時計の秒針の音（前方 1ｍ） 

３０ｄＢ 郊外の深夜、ささやき声 

４０ｄＢ 市内の深夜、図書館の中、静かな住宅地の昼 

５０ｄＢ 静かな事務所の中 

６０ｄＢ 静かな乗用車、普通の会話 

７０ｄＢ 電話のベル、騒々しい事務所の中、騒々しい街頭 

８０ｄＢ 電車の車内 

９０ｄＢ 大声による独唱、騒々しい工場の中 

１００ｄＢ 電車が通るときのガード下 

１１０ｄＢ 自動車のクラクション（前方 2ｍ）、リベット打ち 

１２０ｄＢ 飛行機のエンジン近く 

50ｍ 

環境基準達成 環境基準非達成
道   路 騒音測定地点 

騒音測定地点での

騒音レベルから、

個々の住宅等の 

騒音レベルを推計 

環境基準を達成す

る住居等の戸数と

割合を把握する 

環境基準    基準達成戸数（８戸） 

     ＝ 

達 成 率   評価区間内全戸数（１６戸） 

 

     ＝ ５０％ 
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デシベル（ｄＢ）振動 

振動の大きさは、その振幅や速度などで決まります。人体への感じ方は複雑なので、人体に合うように

補正した振動計が定められており、この単位としてデシベル（ｄＢ）が使われています。 

振動のめやす 

５５ ｄＢ 以下 人体には無感 

５５～６５ ｄＢ 静止している人に感ずる程度 

６５～７５ ｄＢ 大勢の人に感ずる程度であり、戸、障子がわずかに動く程度 

７５～８５ ｄＢ 家屋が揺れ、戸･障子がガタガタと鳴動し、器内の水面の動きがわかる程度

要請限度 

騒音規制法または振動規制法の指定地域において、自動車騒音または道路交通振動が一定の限度を超え

ていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれている場合には、市町村長は都道府県公安委員

会に対し道路交通法の規定により措置をとるべきことを要請したり、道路管理者に対し道路交通振動防止

のため道路の舗装、修繕等の措置をとるべきことを要請するものとしています。この限度のことを要請限

度といいます。 
 

（廃棄物関係） 

一般廃棄物 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、｢廃棄物｣とは｢ごみ、粗大ごみ、燃え穀、汚泥、ふん尿、廃

油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物、または不用物であって固形状または液状のもの（放

射性物質及びこれによって汚染された物を除く。）をいう。」とされており、このうち一般廃棄物とは産業

廃棄物以外の廃棄物をいいます。 

なお一般に廃棄物とは、占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要

になった物を言い、これに該当するか否かは占有者の意思、その性状等を総合的に勘案して定めるべきで

あるとされています。 

一般廃棄物処理計画 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、｢市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関す

る計画を定めなければならない。また、一般廃棄物処理計画に従ってその区域内における一般廃棄物を生

活環境保全上支障が生じないうちに収集、運搬及び処分しなければならない｣とされており、一般廃棄物

について市町村は自治事務として処理し、一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み、排出抑制のための方

策、分別収集の種類、区分、一般廃棄物の処理施設の整備等を含めた処理計画を作成することとなってい

ます。 

産業廃棄物 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、事業活動に伴って生じた廃棄物で、次に掲げるもの及び輸入

された廃棄物をいいます。①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥廃プラスチック類 ⑦

紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コン

クリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、家畜ふん尿、家畜の死体、ばいじん等（このうち、｢紙

くず」、｢木くず」、｢繊維くず」、｢動植物性残さ」、｢家畜ふん尿」、｢家畜の死体｣については、業種が限定

されています。） 
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資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法） 

事業者によるリサイクル対策を強化するとともに、製品の省資源化、長寿命化等による廃棄物の発生抑

制及び回収した製品からの部品等の再使用を推進し、資源循環型経済システムの構築を目指すことを目的

として施行された法律 

平成３年より施行された｢再生資源の利用の促進に関する法律｣を改正する形で、平成１２年６月７日に公

布。（平成１３年４月１日施行） 

工場で副産物の発生抑制のための設計・製造を行う製品、リユース・リサイクルに配慮した設計・製造

を行う製品等が定められています。 

循環型社会 

循環型社会形成推進基本法の中で定義された｢廃棄物の排出抑制、循環資源の循環的な利用及び適正な

処分が確保されることにより天然資源の消費を抑制し、環境への付加ができる限り低減される｣社会です。 

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） 

特定家電製品（当面政令で指定されたテレビ、冷凍庫・冷蔵庫、洗濯機、エアコンの４種類）について小

売業者、製造業者等による収集、運搬及び再商品化等に関し、適正かつ円滑に実施するための措置を講じ、

適正処理、資源の有効利用の確保を図ることを目的とし、平成１３年４月１日から完全施行された法律です。 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法） 

容器包装廃棄物の減量、リサイクルを目的として平成９年４月１日から施行。 

・消費者は容器包装の合理的な選択により廃棄物の排出を抑制するとともに、容器包装廃棄物を分別し

て排出する。 

・対象となる容器を製造、または利用する事業者、対象となる包装を利用する異業者は再商品化を行う

義務を負う。 

・市町村は分別収集計画を定め、区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

等を定めています。 

平成９年４月１日よりガラス瓶、ペットボトル等７品目を対象としていたが、平成１２年４月１日から対象が

段ボール、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装等が追加され、１０品目に拡大されました。 

 


